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総合母子保健対策の一
環として、妊産婦の医療
費の公費負担を行うもの

総合母子保健対策の一環と
して、乳児の医療費の公費
負担を行うもの

妊娠高血圧症候群、糖尿
病、貧血 、産科出血、心疾
患及び切 迫早産に罹患して
いる妊産婦のうち、市町村長
が妊産婦医療費受給資格登
録申請書を受理した日の属
する月の初日から出産した日
の属する月の翌月末日まで
の者

０歳児

（出生の日から満１歳に達するこ
ととなる日の属する月の末日ま
での者）

旧児童手当特例給付
準拠

所得制限なし

0歳～
就学前

小１～18歳
その養育者

0歳～
就学前

小１
～64歳

一般
所得者

現役並み
所得者

重度 中度 重度 中度 重度 中度

1割 １割 2割 2割 ３割 ３割

３割 ２割 ２割 ３割 ２割 ３割 1割 １割 2割 2割 ３割 ２割 １割 ０

０ ０ ０ ０ ０ ０ 0 0 0 0 0 1割 ２割 ３割

現物給付 現物給付

県単独医療費助成制度の概要
令和8年4月1日現在

心身障害者

入　　院 通　　院 入　　院 通　　院 ６５歳未満重度 ６５歳以上重中度 ６５～６９歳軽度
区　　分 妊産婦 乳　　児

幼　　児 小　学　生 １８歳以下
ひとり親家庭等

Ｓ４９ Ｓ４７ Ｓ４７

所 管 課 子育て支援課 こども家庭室こども未来課 障害福祉課 高齢福祉課

開始年度 Ｈ７ Ｈ１２ R7 R7 Ｓ５５

・後期高齢者医療制度加入者

＜重度＞
・身障手帳１、２級所持者
・療育手帳Ａ所持者又は知的障害者(IQ35以下)
・精神保健福祉手帳１級（上記と同じ程度の障害と
市町村長が認定したもの）

＜中度＞
・身障手帳３級所持者、４級所持者の一部
・精神保健福祉手帳２級（上記と同じ程度の障害と
市町村長が認定したもの）

・身障手帳４級所持者の一部、
５、６級所持者

・療育手帳Ｂ所持者又は知的
障害者

・３か月以上寝たきりで常時介
護を要すると市町村長が認定
したもの

所得制限 所得制限なし 所得制限なし
児童扶養手当

支給所得制限額
前年分の合計所得金額（給与所得又は公的年金等が含まれている場合は合計額から10万円を控

除した額）の世帯合計額が1,000万円以上の世帯に属する者は除く

趣　　旨
少子化対策の一環として、幼児の医療費を助成すること
により、負担の軽減を図るもの

少子化対策の一環として、小学生の医療費を助成するこ
とにより、負担の軽減を図るもの

ひとり親家庭の保健の向上と
福祉の増進を図るもの

重度心身障害者等の保健の向上と福祉の増進を図るもの

県助成対象

未就学児（１歳～６歳）

（満１歳に達した日の属する月の翌月の初日から、小学校就学
の始期に達するまでの者）

小学生（７歳～12歳）

（小学校就学の始期に達した日から満12歳に達した日の属する
学年の終わりまでの者）

・母子家庭の母とその児童
・父子家庭の父とその児童
・父母のない児童とその養育者
・ＤＶ防止法による保護命令を受
けた父又は母とその児童

（児童とは１８歳に達する日以後
の最初の３月３１日までの間にあ
る者）

・身障手帳１･２級所持者
・療育手帳Ａ所持者
・精神障害者保健福祉手帳１級所
持者

３割 ３割

県・市町村の助成 ２割 ２割 ３割 ３割

２割 ３割 ３割

一般
所得者

一定以上所得の
ある方

現役並み
所得者

２割 ３割 ２割 ３割

国制度上の
患者窓口負担

３割 ２割 ２割

現物給付 現物給付 現物給付（R7.8月診療分より） 現物給付

実施主体 市　町　村

　患者自己負担 0 0 0 0

支給方法 現物給付 現物給付 現物給付 現物給付

医
療
費
の
負
担


